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令和５年度各種会計歳入歳出予算総括

会 計 区 分 本　　年　　度 前　　年　　度 比　　　　　較

一　　 般　　 会　　 計 13 ,497 ,000 13 ,830 ,000 △	333 ,000

特別会計

国民健康保険事業 3 ,500 ,077 3 ,472 ,091 27 ,986

後 期 高 齢 者 医 療 404 ,117 389 ,781 14 ,336

介 護 保 険 3 ,219 ,004 3 ,246 ,010 △	27 ,006

産 業 用地造成事業 58 ,270 30 ,000 28 ,270

東 根 財 産 区 495 495 0

計 7 ,181 ,963 7 ,138 ,377 43 ,586

企業会計

水 道 事 業 1 ,521 ,385 1 ,322 ,902 198 ,483

下 水 道 事 業 2 ,140 ,121 2 ,056 ,612 83 ,509

計 3 ,661 ,506 3 ,379 ,514 281 ,992

合　　　　　　　　　　計 24 ,340 ,469 24 ,347 ,891 △	7 ,422

千円 千円 千円



議案第23号

令 和 ５ 年 度 角 田 市 一 般 会 計 予 算

　令和 5年度角田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13 ,497 ,000 千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表　歳入歳出予算」に

よる。

（債務負担行為）

第 2条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為

をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2表　債務負担行為」による。

（　地　方　債　）

第3条　地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3表　地方債」による。

（一 時 借 入 金）

第 4 条　地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

800 ,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 5条　地方自治法第 220 条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　令和 5年 2月 17 日　提　出

角田市長　　黑　須　　　貫
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　　　　　第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

 歳　入

 1  市    税 3,549,081

    1,282,482

    1,729,842

    121,639

    234,967

    1,045

    179,106

 2  地方譲与税 173,689

    45,000

    115,000

    10

    13,679

 3  利子割交付金 1,200

    1,200

 4  配当割交付金 10,000

    10,000

 5  株式等譲渡所得割交付金 12,000

    12,000

 6  法人事業税交付金 77,000

    77,000

 7  地方消費税交付金 720,000

    720,000

 8  ゴルフ場利用税交付金 3,500

    3,500

 9  環境性能割交付金 16,000

    16,000

10  国有提供施設等所在市町村助成 13,000

    交付金 13,000

    

11  地方特例交付金 18,000

    18,000

12  地方交付税 3,887,687

    3,887,687

13  交通安全対策特別交付金 4,000

    4,000

14  分担金及び負担金 43,279

    3,003

 1 地方交付税

 

 1 交通安全対策特別交付金

 

 1 分 担 金

 

 

 1 地方消費税交付金

 

 1 ゴルフ場利用税交付金

 

 1 環境性能割交付金

 

 1 国有提供施設等所在市町村助成

   交付金

 

 1 地方特例交付金

 1 法人事業税交付金

 1 地方揮発油譲与税

 2 自動車重量譲与税

 3 地方道路譲与税

 4 森林環境譲与税

 

 1 利子割交付金

 

 1 配当割交付金

 

 1 株式等譲渡所得割交付金

 

 

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 

 1 市 民 税

 2 固定資産税

 3 軽自動車税

 4 市たばこ税

 5 入 湯 税

 6 都市計画税
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    40,276

15  使用料及び手数料 103,339

    90,049

    13,290

16  国庫支出金 1,488,817

    1,009,364

    473,612

    5,841

17  県支出金 844,343

    492,260

    279,826

    72,257

18  財産収入 19,155

    18,645

    510

19  寄 附 金 508,306

    508,306

20  繰 入 金 1,000,498

    1,000,498

21  繰 越 金 50,000

    50,000

22  諸 収 入 288,006

    5,000

    10

    151,570

    872

    130,554

23  市    債 666,100

    666,100

              歳　　　　　入 13,497,000

 5 雑    入

 

 1 市    債

  合　　　　　計

 4 受託事業収入

 2 財産売払収入

 

 1 寄 附 金

 

 1 基金繰入金

 

 1 繰 越 金

 

 1 延滞金、加算金及び過料

 2 市預金利子

 3 貸付金元利収入

 1 財産運用収入

 1 使 用 料

 2 手 数 料

 

 1 国庫負担金

 2 国庫補助金

 3 委 託 金

 

 1 県負担金

 2 県補助金

 3 委 託 金

 

 

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 2 負 担 金
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 歳　出

 1  議 会 費 167,031

    167,031

 2  総 務 費 2,224,906

    1,782,211

    194,851

    151,950

    64,630

    10,310

    20,954

 3  民 生 費 4,044,795

    2,213,684

    9,161

    1,620,911

    195,780

    5,259

 4  衛 生 費 1,002,212

    793,019

    208,953

    240

 5  労 働 費 15,816

    15,816

 6  農林業費 648,816

    608,437

    40,379

 7  商 工 費 298,535

    298,535

 8  土 木 費 1,843,921

    56,749

    652,722

    32,877

    308,992

    605,879

    186,702

 9  消 防 費 425,046

    425,046

10  教 育 費 1,362,067

    316,712

 1 議 会 費

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 

 4 生活保護費

 

 1 総務管理費

 2 徴 税 費

 3 戸籍住民基本台帳費

 4 選 挙 費

 5 統計調査費

 6 監査委員費

 

 1 社会福祉費

 2 国民年金費

 3 児童福祉費

 1 商 工 費

 5 災害救助費

 

 1 保健衛生費

 2 清 掃 費

 3 上水道費

 

 1 労働諸費

 

 1 農 業 費

 2 林 業 費

 

 

 1 土木管理費

 2 道路橋りょう費

 3 河 川 費

 4 都市計画費

 5 下水道費

 6 住 宅 費

 

 1 消 防 費

 

 1 教育総務費
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    217,903

    77,650

    322,818

    426,984

11  災害復旧費 9,000

    6,000

    3,000

12  公 債 費 1,424,845

    1,424,845

13  諸支出金 10

    10

14  予 備 費 30,000

    30,000

              歳　　　　　出 13,497,000

 

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 2 小学校費

 3 中学校費

 4 社会教育費

 5 保健体育費

 

 1 農林業施設災害復旧費

 2 公共土木施設災害復旧費

  合　　　　　計

 1 公 債 費

 

 1 普通財産取得費

 

 1 予 備 費
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第 2 表 　債 務 負 担 行 為

事　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　 　度　 　額

会 議 録 作 成 委 託 料
令和５年度から
令和６年度まで

4 ,183

議 場 中 継 シ ス テ ム 機 器 借 上 料
令和５年度から
令和10年度まで

27 ,622

自 動 車 借 上 料
令和５年度から
令和10年度まで

6 ,168

複 合 機 借 上 料
令和５年度から
令和10年度まで

28 ,380

デマンド型乗合タクシー運行業務委託料
令和５年度から
令和６年度まで

26 ,328

デマンド型乗合タクシー運行管理システム借上料
令和５年度から
令和７年度まで

2 ,345

子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料
令和５年度から
令和６年度まで

3 ,000

動 物 死 体 処 理 委 託 料
令和５年度から
令和７年度まで

3 ,570

道 路 補 修 業 務 委 託 料
令和５年度から
令和６年度まで

34 ,500

Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 借 上 料
令和５年度から
令和15年度まで

172 ,320

市 民 ゴ ル フ 場 乗 用 芝 刈 機 借 上 料
令和５年度から
令和10年度まで

4 ,637

心のケアハウスコンピュータ機器等借上料
令和５年度から
令和９年度まで

2 ,548

角 田 小 学 校 中 校 庭 人 工 芝 借 上 料
令和５年度から
令和10年度まで

12 ,919

角 田 自 治 セ ン タ ー 施 設 警 備 機 器 借 上 料
令和５年度から
令和９年度まで

1 ,656

図 書 館 情 報 シ ス テ ム 保 守 点 検 委 託 料
令和５年度から
令和10年度まで

23 ,035

図 書 館 情 報 シ ス テ ム 借 上 料
令和５年度から
令和10年度まで

23 ,287

農 業 生 産 組 織 等 経 営 資 金 利 子 補 給
令和５年度から
令和７年度まで

66

千円
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事　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　 　度　 　額

小 規 模 事 業 者 経 営 改 善 資 金 利 子 助 成
令和５年度から
令和11年度まで

1 ,032

奨 学 金 貸 付 金
令和５年度から
令和10年度まで

16 ,680

中 小 企 業 振 興 資 金 融 資 損 失 補 償
令和５年度から
令和18年度まで

15 ,000

千円
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第 3 表 　地 　 方 　 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　 　率 償　　還　　の　　方　　法

阿武隈急行緊急保全	
整備事業費等補助金 110 ,000 証書借入又は

証券発行

4.0以内（ただし、
利率見直し方式
で借り入れる資
金について、利
率の見直しを行
った後において
は、当該見直し
後の利率）

　起債年度から据置期間を含めて
30年以内に元利均等その他の方法
により償還する。ただし、融通条件
又は市財政の都合により、償還年限
を短縮し、若しくは繰上償還又は低
利に借り換えることができる。

農業農村整備事業負担金 54 ,500 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

農業用施設浚渫事業費 30 ,000 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

観光用施設整備事業費 1 ,400 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

道 路 整 備 事 業 費 187 ,600 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

橋りょう整備事業費 19 ,800 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

河 川 浚 渫 事 業 費 21 ,600 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

街 路 整 備 事 業 費 30 ,600 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

公営住宅整備事業費 50 ,900 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

小型動力ポンプ付積載車等	
購 入 費 2 ,700 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

小学校施設整備事業費 24 ,000 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

自治センター施設整備事業費 1 ,500 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

総合体育館施設整備事業費 30 ,000 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

臨 時 財 政 対 策 債 100 ,000 同　　上 同　　上 同　　　　　　　　上

災害援護資金貸付金 1 ,500 同　　上 無	利	子

　起債年度から据置期間を含めて
14年以内に償還する。ただし、借
入先の融通条件があるときは、これ
に従うものとする。

千円 ％
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議案第24号

令和５年度角田市国民健康保険事業特別会計予算

　令和 5年度角田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 ,500 ,077 千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表　歳入歳出予算」に

よる。

　　令和 5年 2月 17 日　提　出

角田市長　　黑　須　　　貫
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　　　　　第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

 歳　入

 1  国民健康保険税 458,192

    458,192

 2  使用料及び手数料 300

    300

 3  県支出金 2,621,733

    2,621,733

 4  財産収入 40

    40

 5  繰 入 金 414,934

    214,391

    200,543

 6  繰 越 金 10

    10

 7  諸 収 入 4,868

    1,650

    3,218

              歳　　　　　入 3,500,077

 1 財産運用収入

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 

 1 国民健康保険税

 

 1 手 数 料

 

 1 県補助金

 

  合　　　　　計

 1 延滞金、加算金及び過料

 2 雑    入

 

 1 他会計繰入金

 2 基金繰入金

 

 1 繰 越 金
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 歳　出

 1  総 務 費 25,659

    15,360

    10,027

    272

 2  保険給付費 2,588,647

    2,229,194

    351,050

    100

    5,003

    3,000

    300

 3  国民健康保険事業費納付金 830,156

    561,269

    207,177

    61,710

 4  共同事業拠出金 1

    1

 5  保健事業費 40,944

    5,097

    35,847

 6  基金積立金 40

    40

 7  諸支出金 4,630

    4,630

 8  予 備 費 10,000

    10,000

              歳　　　　　出 3,500,077

 3 移 送 費

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 

 1 総務管理費

 2 徴 税 費

 3 運営協議会費

 

 1 療養諸費

 2 高額療養費

 2 特定健康診査等事業費

 4 出産育児諸費

 5 葬 祭 費

 6 傷病手当金

 

 1 医療給付費分

 2 後期高齢者支援金等分

 3 介護納付金分

 

 1 共同事業拠出金

 

 1 保健事業費

  合　　　　　計

 

 1 基金積立金

 

 1 償還金及び還付加算金

 

 1 予 備 費
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議案第25号

令和５年度角田市後期高齢者医療特別会計予算

　令和 5年度角田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 404 ,117 千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表　歳入歳出予算」に

よる。

　　令和 5年 2月 17 日　提　出

角田市長　　黑　須　　　貫

–13–



　　　　　第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

 歳　入

 1  後期高齢者医療保険料 285,904

    285,904

 2  使用料及び手数料 20

    20

 3  繰 入 金 107,879

    107,879

 4  繰 越 金 10

    10

 5  諸 収 入 10,304

    10

    8,654

    1,630

    10

              歳　　　　　入 404,117  合　　　　　計

 

 1 延滞金、加算金及び過料

 2 受託事業収入

 3 償還金及び還付加算金

 4 雑    入

 1 繰 越 金

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 

 1 後期高齢者医療保険料

 

 1 手 数 料

 

 1 他会計繰入金

 

 歳　出

 1  総 務 費 9,783

    5,481

    4,302

 2  後期高齢者医療広域連合納付金 382,775

    382,775

 3  保健事業費 8,929

    8,929

 4  諸支出金 1,630

    1,630

 5  予 備 費 1,000

    1,000

              歳　　　　　出 404,117

 

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 

 1 総務管理費

 2 徴 収 費

 

 1 後期高齢者医療広域連合納付金

 

 1 健康診査事業費

  合　　　　　計

 1 償還金及び還付加算金

 

 1 予 備 費
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議案第26号

令和５年度角田市介護保険特別会計予算

　令和 5年度角田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 ,219 ,004 千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表　歳入歳出予算」に

よる。

　　令和 5年 2月 17 日　提　出

角田市長　　黑　須　　　貫
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　　　　　第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

 歳　入

 1  介護保険料 644,605

    644,605

 2  使用料及び手数料 25

    25

 3  国庫支出金 765,813

    513,532

    252,281

 4  支払基金交付金 827,034

    827,034

 5  県支出金 479,834

    454,764

    25,070

 6  財産収入 20

    20

 7  繰 入 金 494,771

    486,137

    8,634

 8  繰 越 金 10

    10

 9  諸 収 入 6,892

    10

    6,882

              歳　　　　　入 3,219,004  合　　　　　計

 1 延滞金、加算金及び過料

 2 雑    入

 

 1 他会計繰入金

 2 基金繰入金

 

 1 繰 越 金

 

 1 財産運用収入

 

 1 手 数 料

 

 1 国庫負担金

 2 国庫補助金

 

 1 支払基金交付金

 

 1 県負担金

 2 県補助金

 

 1 介護保険料

（単位：千円）

款 項 金　　　　額
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 歳　出

 1  総 務 費 50,810

    12,777

    3,921

    34,112

 2  保険給付費 2,979,674

    2,778,540

    71,659

    9,080

    120,395

 3  地域支援事業費 166,460

    84,346

    

    5,840

    75,910

    364

    

 4  基金積立金 20

    20

 5  諸支出金 2,040

    2,040

 6  予 備 費 20,000

    20,000

              歳　　　　　出 3,219,004

 1 総務管理費

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 

 3 包括的支援事業・任意事業費

 2 徴 収 費

 3 介護認定費

 

 1 介護サービス等諸費

 2 高額介護サービス等費

 3 高額医療合算介護サービス等費

 4 特定入所者介護サービス等費

 

 1 介護予防・生活支援サービス事

   業費

 2 一般介護予防事業費

  合　　　　　計

 

 1 予 備 費

 4 介護予防・生活支援サービス事

   業等諸費

 

 1 基金積立金

 

 1 償還金及び還付加算金
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議案第27号

令和５年度角田市産業用地造成事業特別会計予算

　令和 5年度角田市の産業用地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 58 ,270 千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表　歳入歳出予算」に

よる。

（　地　方　債　）

第 2条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1項の規定により起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2表　地方債」

による。

　　令和 5年 2月 17 日　提　出

角田市長　　黑　須　　　貫
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　　　　　第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

 歳　入

 1  繰 入 金 360

    360

 2  繰 越 金 10

    10

 3  市    債 57,900

    57,900

              歳　　　　　入 58,270

 1 他会計繰入金

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 

  合　　　　　計

 

 1 繰 越 金

 

 1 市    債

 歳　出

 1  総 務 費 60

    60

 2  造 成 費 57,910

    57,910

 3  予 備 費 300

    300

              歳　　　　　出 58,270

 1 総務管理費

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 

  合　　　　　計

 

 1 造 成 費

 

 1 予 備 費
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　 　率 償　　還　　の　　方　　法

産業用地造成事業費 57 ,900 証書借入又は
証券発行

4.0以内（ただし、
利率見直し方式
で借り入れる資
金について、利
率の見直しを行
った後において
は、当該見直し
後の利率）

　起債年度から据置期間を含めて
30年以内に元利均等その他の方法
により償還する。ただし、融通条件
又は市財政の都合により、償還年限
を短縮し、若しくは繰上償還又は低
利に借り換えることができる。

千円 ％

第 2 表 　地 　 方 　 債
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議案第28号

令和５年度角田市東根財産区特別会計予算

　令和 5年度角田市の東根財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 495 千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表　歳入歳出予算」に

よる。

　　令和 5年 2月 17 日　提　出

角田市長　　黑　須　　　貫
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　　　　　第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

 歳　入

 1  財産収入 21

    21

 2  繰 入 金 464

    464

 3  諸 収 入 10

    10

              歳　　　　　入 495

 1 財産運用収入

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 

  合　　　　　計

 

 1 基金繰入金

 

 1 雑    入

 歳　出

 1  会 議 費 224

    224

 2  総 務 費 31

    31

 3  財 産 費 210

    210

 4  予 備 費 30

    30

              歳　　　　　出 495

 1 会 議 費

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 

  合　　　　　計

 

 1 総務管理費

 

 1 財産造成費

 

 1 予 備 費
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議案第29号

令和５年度角田市水道事業会計予算

（　総　　　則　）
第 1条　令和 5年度角田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）
第 2条　業務の予定量は、次のとおりとする。
	 	 	 ⑴　給 水 戸 数	 11 ,500 戸
	 	 	 ⑵　給 水 人 口	 26 ,510 人
	 	 	 ⑶　年間給水（配水）量	 3 ,900 ,000 ㎥
	 	 	 ⑷　一 日 平 均 給 水 量	 10 ,650 ㎥
	 	 	 ⑸　主な建設改良事業

事　　業　　名 事　業　費 事　　業　　の　　概　　要
水道施設整備事業 365 ,384千円 配水管布設替等工事

（収益的収入及び支出）
第 3条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	 	 収 入
	 第 1 款　　水 道 事 業 収 益	 974 ,144 千円
	 　第 1項	 営 業 収 益	 911 ,981 千円
	 　第 2項	 営 業 外 収 益	 62 ,133 千円
	 　第 3項	 特 別 利 益	 30 千円

	 	 支 出
	 第 1 款　　水 道 事 業 費 用	 1 ,085 ,038 千円
	 　第 1項	 営 業 費 用	 929 ,011 千円
	 　第 2項	 営 業 外 費 用	 13 ,099 千円
	 　第 3項	 特 別 損 失	 132 ,928 千円
	 　第 4項	 予 備 費	 10 ,000 千円
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（資本的収入及び支出）
第 4条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支
出額に対し不足する額 414 ,886 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
32 ,559 千円、減債積立金 54 ,601 千円及び過年度分損益勘定留保資金 327 ,726 千円で補
てんするものとする。）。

	 	 収 入
	 第 1 款　　資 本 的 収 入	 21 ,461 千円
	 　第 1項	 補 助 金	 4 ,255 千円
	 　第 2項	 加 入 金	 13 ,750 千円
	 　第 3項	 開 発 負 担 金	 660 千円
	 　第 4項	 負 担 金	 2 ,786 千円
	 　第 5項	 固定資産売却代金	 10 千円
　
	 	 支 出
	 第 1 款　　資 本 的 支 出	 436 ,347 千円
	 　第 1項	 建 設 改 良 費	 371 ,746 千円
	 　第 2項	 企 業 債 償 還 金	 54 ,601 千円
	 　第 3項	 予 備 費	 10 ,000 千円

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第 5条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
	 	 	 ⑴　営業費用と営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第 6条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、
又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら
ない。
	 	 	 ⑴　職員給与費
	 	 	 ⑵　交 際 費

（他会計からの補助金）
第 7条　児童手当の支給のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、240 千円
である。
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（たな卸資産購入限度額）
第 8条　たな卸資産の購入限度額は、3 ,000 千円と定める。

　　令和 5年 2月 17 日　提　出
角田市長　　黑　須　　　貫
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議案第30号

令和５年度角田市下水道事業会計予算

（　総　　　則　）
第 1条　令和 5年度角田市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）
第 2条　業務の予定量は、次のとおりとする。
	 	 	 ⑴　処理区域内人口　	 17 ,000 人
	 	 	 ⑵　年間総処理水量	 1 ,568 ,000 ㎥
	 	 	 ⑶　一日平均処理水量	 4 ,280 ㎥
	 	 	 ⑷　主な建設改良事業

事　　業　　名 事　業　費 事　　業　　の　　概　　要
管 路 建 設 事 業 288 ,504千円 汚水管渠及び雨水幹線築造工事等

流域下水道建設費負担金 30 ,303千円 阿武隈川下流流域下水道幹線管渠改築
及び処理場改築等工事に係る負担金

（収益的収入及び支出）
第 3条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	 	 収 入
	 第 1 款　　下水道事業収益	 968 ,157 千円
	 　第 1項	 営 業 収 益	 374 ,607 千円
	 　第 2項	 営 業 外 収 益	 593 ,510 千円
	 　第 3項	 特 別 利 益	 40 千円

	 	 支 出
	 第 1 款　　下水道事業費用	 969 ,727 千円
	 　第 1項	 営 業 費 用	 846 ,019 千円
	 　第 2項	 営 業 外 費 用	 119 ,588 千円
	 　第 3項	 特 別 損 失	 120 千円
	 　第 4項	 予 備 費	 4 ,000 千円
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（資本的収入及び支出）
第 4条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支
出額に対し不足する額 161 ,989 千円は過年度分損益勘定留保資金 19 ,677 千円及び当年
度分損益勘定留保資金 142 ,312 千円で補てんするものとする。）。

	 	 収 入
	 第 1 款　　資 本 的 収 入	 1 ,008 ,405 千円
	 　第 1項	 企 業 債	 429 ,000 千円
	 　第 2項	 補 助 金	 104 ,500 千円
	 　第 3項	 分担金及び負担金	 2 ,675 千円
	 　第 4項	 他 会 計 補 助 金	 472 ,230 千円

	 	 支 出
	 第 1 款　　資 本 的 支 出	 1 ,170 ,394 千円
	 　第 1項	 建 設 改 良 費	 318 ,807 千円
	 　第 2項	 企 業 債 償 還 金	 851 ,587 千円

（債務負担行為）
第 5条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　 　度　 　額

水 洗 便 所 等 改 造 資 金 利 子 補 給
令和５年度から
令和９年度まで

42

水 洗 便 所 等 改 造 資 金 融 資 損 失 補 償
令和５年度から
令和10年度まで

173

千円
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（　企　業　債　）
第 6条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一 時 借 入 金）
第 7条　一時借入金の限度額は、300 ,000 千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第8条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
	 	 	 ⑴　営業費用と営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第9条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又
はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
	 	 	 ⑴　職員給与費　

（他会計からの補助金）
第 10 条　下水道事業の事業安定のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、
601 ,453 千円である。

（たな卸資産購入限度額）
第 11 条　たな卸資産の購入限度額は、350 千円と定める。

　　令和 5年 2月 17 日　提　出
角田市長　　黑　須　　　貫

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　 　率 償　　還　　の　　方　　法

公 共 下 水 道 事 業 168 ,800 証書借入又は
証券発行

4.0以内（ただし、
利率見直し方式
で借り入れる資
金について、利
率の見直しを行
った後において
は、当該見直し
後の利率）

　起債年度から据置期間を含めて
40年以内に元利均等その他の方法
により償還する。ただし、融通条件
又は企業財政の都合により、償還年
限を短縮し、若しくは繰上償還又は
低利に借り換えることができる。	

流 域 下 水 道 事 業 30 ,300 同　　上 同　　上 同　　　　　上

資 本 費 平 準 化 債 229 ,900 同　　上 同　　上 同　　　　　上

千円 ％
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